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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「イノベーションを世界へ Hello World, Hello Innovation.」という経営理念のもと、事業活動を通して価値あるイノベーションを発信し、企業

価値の最大化を図ることを経営の基本方針としております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上のために、さまざまなステークホルダー
と公正で良好な関係を構築すると共に、「経営の透明性」、「経営の効率性」を高めるための体制の構築に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

政策保有株式について、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じて当社の中長期的な企業価値向上に資する等、保
有する合理性があると認める場合に限り、十分な精査を踏まえて適切な数の株式を保有することとしております。

また、当社は、全ての政策保有株式につき議決権を行使することとしており、その行使にあたっては、投資先企業及び当社の企業価値向上に繋
がるか、企業価値を毀損しないかといった基準に基づき、議案ごとに慎重に検討した上で、個別に賛否を判断することとしております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引については、関連当事者取引管理規程に基づき精査、運用を実施しております。実際の取引を行う際には、株主共同の利益
を害することやその懸念を持たれることのないよう、都度取締役会の決議を経るよう定めております。

【補充原則２－４①．社内の多様性の確保】

当社は創業以来、会社がチャレンジする領域への興味と意欲、そして自己実現を望む人を全力で応援しており、そこにはいかなる差別も区別もあ
りません。多様な人材が在籍し、各々が当事者意識をもちそれぞれの能力を発揮できる、「働きがい」のある企業風土の醸成を心掛けています。

採用、人事評価、管理職任用にあたっては、女性・外国人・中途採用の区分なく、フェアに実施しており、多様性が実現されていると考えております
が、「女性」に関しては、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、2026年3月までに労働者に占める女性労働者の割合を20%以上
とする目標を掲げており、これにあわせて管理職の女性割合も20%以上とする目標を設定しております。

「外国人」及び「中途採用」においてもその区分なく積極的な採用・管理職任用が実施されておりますが、当該区分をもって定量的な目標を設定す
ることが困難であることから個別の数値目標は立てておりません。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社には、現時点で企業年金はございません。

【原則３－１．情報開示の充実】

(ⅰ) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営理念は、本報告書の「１．基本的な考え方」に記載の通りです。また、当社の中期的な経営戦略および経営計画は、以下URLに記載し
ております。

https://www.simplex.holdings/ir/management/strategy/

(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．基本的な考え方」に記載の通りです。

(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、指名・報酬委員会規程に基づき社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会が原案
を決定します。

(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役の選任については、人格・識見に優れ、当社の取締役として相応しい豊富な経験・専門性を有する人物を候補者としております。

また、取締役の選解任については、取締役会の諮問機関として、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置し、原案の決定を
行っております。

(ⅴ) 取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

株主総会招集通知の中で、それぞれの取締役候補者について、候補者とした理由を明記しております。

【補充原則３－１③．サステナビリティについての取組み】



当社はビジネスを通じて持続可能な社会のために取り組むべき課題に向き合い、地球環境や社会とともに成長するサステナブルな発展を目指し
ます。

環境問題に関しては、TCFD提言に賛同し、ガバナンス、リスク管理、戦略及び温室効果ガス排出量を含む指標と目標の開示を行っており、社会
問題に関しては、人権基本方針や腐敗防止基本方針を制定して対応しております。

当社のサステナビリティについての詳細な取り組みについては、当社ウェブサイトの「サスティナビリティ」ページ、有価証券報告書「第２　事業の状
況　２　サステナビリティに関する考え方及び取組」及び本報告書「Ⅲ．３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 環境保全活動、CSR

活動等の実施」をご参照ください。

（当社ウェブサイト「サステナビリティ」ページ　https://www.simplex.holdings/sustainability/）

【補充原則４－１①．取締役に対する委任の概要】

当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会規程により、取締役会が決定すべき事項を定めております。また、職務権限規程及び組織
規程により、経営陣が迅速に意思決定し、執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準】

当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性の資格要件を考慮して、独立社外取締役の独立性を判断しております。

また、独立社外取締役の選任にあたっては、高い専門性と豊富な経験、経営全般に関する知見と実績を有し、取締役会等での建設的な議論を通
して、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる候補者を選定するよう努めております。

【補充原則４－10①．委員会構成の独立性】

当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は１０名で構成し、うち６名が独立社外取締役で構成されております。独立社外取締役は取締役
会の過半数に達しており、専門的な知識と豊富な経験を活かし、取締役会において意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。

また、当社は指名・報酬委員会を設置しており、取締役候補者の指名に関する手続きの客観性及び透明性を確保するとともに、取締役会の諮問
機関として適切な関与・助言を得ております。なお、指名・報酬委員会は3名で構成されており、うち過半数の2名が独立社外取締役の体制です。

以上により、それぞれの委員会の独立性は十分担保できていると判断しております。

【補充原則４－11①．取締役会の構成に関する考え方】

当社の取締役会は、取締役（監査等委員であるものを除く）３名以上、監査等委員である取締役３名以上と定款上定めております。本書提出日現
在、取締役１０名（うち、女性含む社外取締役６名）で構成されております。

経営や事業等に関する豊富な経験と高い知見、及び各分野の専門知識を有する業務執行取締役と、企業経営の経験や弁護士、公認会計士等
の専門性を有する社外取締役で構成されており、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性について確保しております。

当社は、取締役の選任にあたり国籍や性別は問いません。引き続き、持続的成長と企業価値向上の実現に最適な取締役会構成を検討してまい
ります。

なお、当社取締役のスキル・マトリックスについては、定時株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則４－11②． 取締役・監査役の兼任状況】

取締役の重要な兼任状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示致します。

また、当社の取締役の兼任状況は、当社取締役としての職務に支障を及ぼさない合理的な範囲と考えております。

【補充原則４－11③． 取締役会の実効性の分析・評価】

2023年3月期中において、各取締役の自己評価を踏まえて取締役会全体の実効性についての分析と評価を行いました。

分析・評価結果の概要は以下のとおりです。

現状の取締役会についての分析結果は、多様な経験・知見を有する社外取締役が過半を占める構成をとっており、効果的なガバナンスが発揮さ
れていると共に効率的な運営がなされ、実効性が確保されているとの評価でありました。 それと同時に、女性をはじめより多様な人材の登用や、

中長期的な経営戦略についてより一層の情報共有を望む声がありました。

【補充原則４－14②．取締役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要な事業活動に関する情報・知識の提供及び研修を取締役から求めがあった際など
必要に応じて実施します。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話が、持続的な成長と企業価値の向上に必要なものであると認識しております。その実現のために、
公平で透明性の高い情報開示に努めてまいります。

株主・投資家の皆様との対話につきましては、コーポレート・イノベーションディビジョンを中心に、関連部署が連携しながら対応してまいります。ま
た、年間複数回の決算説明会を開催しております。

なお、インサイダー情報の管理について、社内規程である「インサイダー取引防止規程」に基づき、情報管理を徹底してインサイダー情報の漏洩
防止に努めてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

金子　英樹 10,728,800 18.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,446,000 13.01

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,334,400 5.82

ＳＢＩホールディングス株式会社 3,040,300 5.31

ＭＬＰＦＳ　ＣＵＳＴＯＤＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ 3,000,000 5.24

五十嵐　充 2,621,400 4.58



福井　康人 1,870,000 3.27

田中　健一 1,750,200 3.06

株式会社刈田・アンド・カンパニー 1,310,600 2.29

農林中央金庫 1,188,800 2.08

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

※　2023年3月31日時点の株主名簿に基づき記載しています。

※　ＭＬＰＦＳ　ＣＵＳＴＯＤＹ　ＡＣＣＯＵＮＴが保有する株式は、当社創業メンバーである五十嵐充が実質的に保有しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している



社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

秋山　良三 他の会社の出身者

小笠原　範之 他の会社の出身者 △

小寺　健治 他の会社の出身者

高橋　麻里 弁護士

浜西　泰人 他の会社の出身者 △

廣田　直人 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

秋山　良三 ○ ○ ―――

秋山良三氏は、大手総合コンサルティング
ファームでの勤務経験を通じて培った豊富な知
見に加え、長年の代表取締役経験を有してお
り、当社の事業戦略の展開において適切な意
思決定がなされるよう、有益な助言が期待でき
ることから、選任しております。

小笠原　範之 ○ ○

小笠原範之氏は、当社グループの取引先
である日興コーディアル証券㈱（現：SMBC
日興証券㈱）の代表取締役副社長を務め
ておりましたが、2008年7月に退任してお
り、現時点において、株主との間に利益相
反を生じるおそれがなく、独立性を有して
いると判断しております。

小笠原範之氏は、金融機関における経営企画
部門、人事部門及びシステム部門での幅広い
知見・経験を有しており、総合的な観点から当
社経営における意思決定の健全性・適正性の
確保が期待できることから選任しております。

小寺　健治 ○ ○ ―――

小寺健治氏は、米国公認会計士としての専門
知識・経験に加え、監査法人での業務経験を
有するなど、当社の監査・監督体制の強化が
期待できることから、選任しております。

高橋　麻里 ○ ○ ―――

高橋麻里氏は、検察官及び弁護士として数多く
の公判を経験する等、法曹界における長年の
経験及び見識を有しており、当該知見を活かし
て特に当社の企業活動のガバナンス及びコン
プライアンスの強化について専門的な観点から
取締役の職務執行に対する監督、助言等をい
ただくことを期待できることから、選任しており
ます。



浜西　泰人 ○ ○

浜西泰人氏は、当社グループの取引先で
あるみずほ証券㈱の副社長執行役員を
務めておりましたが、2022年3月に退任し
ており、現時点において、株主との間に利
益相反を生じるおそれがなく、独立性を有
していると判断しております。

浜西泰人氏は、金融機関における長年の経験
及び見識を有しており、またグローバル投資銀
行部門での部門長・グローバルヘッド、米国み
ずほ証券の社外取締役等の経験を有している
ことから、当該知見を活かして特に海外を含む
当社グループを俯瞰した視点からの有益な助
言等が期待できることから選任しております。

廣田　直人 ○ ○

廣田直人氏は、当社グループの取引先及
びローンの借入先である㈱三菱UFJ銀行
の業務執行取締役を務めておりました
が、2017年6月に業務執行者を退任してお
り、現時点において株主との間に利益相
反を生じるおそれがなく、独立性を有して
いると判断しております。

廣田直人氏は、金融機関等における業務執行
及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い
見識を有しており、企業活動の健全性・適正性
確保のための経営監視機能強化が期待できる
ことから、選任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 6 1 0 6 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

(1) 管理部門のスタッフが監査等委員会の補助使用人として兼務します。

(2) 監査等委員会スタッフは監査等委員会より受けた業務命令に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとし、補助人の選

任や変更に関する事項は監査等委員会の事前の同意を得て行うものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査契約、職務執行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報
及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほ
か、必要に応じて、会計監査人と情報及び意見の交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務執行状況及びその監査結果などについて定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を
行っております。

さらに、監査等委員会は、四半期ごとに開催する会計監査報告会時に内部監査室も招聘して、三者間で適宜情報交換をし、共有すべき情報や統
一すべき見解は遅滞なく構築出来ております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

指名・報酬委員会を設置しており、同委員会が指名委員会及び報酬委員会双方の機能を担います。指名・報酬委員会は、【コーポレートガバナン
ス・ コードの各原則に基づく開示】【原則3-1. 情報開示の充実】の 「(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手

続」 および「(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役会・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に記載した役割を担います。指

名報酬委員会の委員は、社外取締役 小笠原 範之（委員長）、代表取締役社長 金子 英樹、及び社外取締役 小寺 健治です。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

ストックオプションや業績連動型報酬制度のような制度はありませんが、各役員の担当する事業の前年度業績結果を役員個々人の報酬額の査定
に反映しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬については、有価証券報告書において支給人員数と支給総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



当社は、取締役の報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とす
る任意の指名・報酬委員会を設置しております。監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、株主総会の決議により定められた報酬限度
額の範囲内において、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定しております。

監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員全員で協議の上、決定しております。

なお、当社は、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会において決議しております。当該取締役会に
おいては、当該決定方針の内容について、あらかじめ指名・報酬委員会が作成した原案に基づき決議しております。また、取締役会は、当事業年
度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議さ
れた決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

【社外取締役のサポート体制】

当社は、社外取締役（当社の場合、監査等委員である。なお、以降は監査等委員と言う。）の活動を支える体制として、監査等委員が求めた場合
に、監査等委員補助者を設置すること、監査に必要な費用は当社が負担すること等、監査を適切に実施できる体制を整備しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会のメンバーは１０名であり、内６名は社外取締役であります。取締役会メンバーについては、積極的に社外メンバーを登用し、会社の意思
決定機関である取締役会の活性化、不正防止の体制づくり及び経営陣に対する経営監視機能の強化を行い、経営の透明性を高める機能を目指
しております。取締役会は月１回以上開催し、会社の重要事項を決議するとともに業務の進捗状況及び経営方針についての報告を行っておりま
す。

また、経営会議は代表取締役社長及び業務執行取締役３名で構成され、代表取締役社長の諮問機関として、迅速に当社の業務執行に関する重
要事項を審議及び検討できるように、原則として月２回以上開催しております。

大小様々な経営課題について議論を行うことで、変化の激しいIT業界に対応し、柔軟な経営戦略を実現しうる体制を構築しております。

さらに、当社では監査等委員会制度を採用しております。独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制シ
ステムを積極的に活用して監査を行うことで、経営監視の機能をさらに高めております。監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定し、当該常勤
監査等委員が経営会議を含む各種会議への出席及び議事録の閲覧を実施することで、経営監視機能の強化・向上を図っております。

当社においては代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。当社の内部監査室は、当社の業務活動が法令、定款及び諸
規程に準拠し、かつ経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査する「業務監査担当」と当社のシステムリスク管理が法
令、定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているかを監査する「システム監査担当」に分け、内部監査
室長が両担当を統括する体制としております。両担当ともに前述の目的を達成するために毎年策定する内部監査計画に基づき内部監査を実施
し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、指摘事項の改善状況を継続的に監査しております。

加えて、当社は、取締役の選解任及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指
名・報酬委員会を設置しております。取締役の選解任及び報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定し
ています。同委員会の委員は、当社取締役より３名以上を選出して構成し、委員の過半数は社外取締役としております。

また、当社は会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査
に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役、社外役員が持つ個々の知識や経験を相互に作用し合いながら意思決定のプロセスに関与することが可能となり、また、独立性を有する
監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して監査を行うとともに、指名・報酬委員会を任意
の機関として設置することにより経営に対する監督機能を強化することで、監査・監督体制の充実を図りながら経営の機動性を確保することがで
きるものと考えているためです。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会の招集通知の早期発送に努め、法定期日より早期に発送するよう努めて参りま
す。

また、発送に先立ち、証券取引所ウェブサイトや当社ホームページへの内容の掲載を
行っております。

集中日を回避した株主総会の設定
一人でも多くの株主様にご出席いただけるよう他社の集中日を避けて株主総会を開催す
る予定です。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権行使を行っております。



議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加し、投資家の利便性を考慮して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知(要約)の英文提供を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページのIRサイトにて公表し
ております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

定時株主総会において、直近の経営状況や中長期の成長戦略について、代
表取締役社長から説明し、質疑応答の機会を設けることで当社への理解を深
めていただけるようにしております。

また、四半期ごとに開催しているアナリスト・機関投資家向け決算説明会の動
画、決算説明会資料、ノート付決算説明会資料、質疑応答を速やかに当社
ホームページに掲載し、個人投資家に向けてアナリスト・機関投資家と同質の
情報を提供しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに年4回開催しているアナリスト・機関投資家向け決算説明会にお
いて、代表取締役社長から説明し、質疑応答の機会を設けております。

また、証券会社主催のカンファレンスやウェビナーにおいて、代表取締役社長
から説明し、質疑応答の機会を設けております。

なお、アナリスト・機関投資家との個別面談やグループ面談を日常的に実施し
ております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

証券会社主催のカンファレンスやウェビナーにおいて、代表取締役社長から説
明し、質疑応答の機会を設けております。

また、海外機関投資家・アナリストとの個別面談やグループ面談を日常的に実
施しております。

なお、当社が英語による開示が必要と判断する情報（適時開示資料、プレスリ
リース、決算説明会資料、ノート付決算説明会資料、質疑応答など）は、当社
ホームページの英語IRサイトにおいて積極的に情報開示しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにIRサイトを設置しており、適時開示資料、プレスリリース、
有価証券報告書及び四半期報告書、株主総会関連資料、決算説明会資料、
ノート付決算説明会資料、質疑応答等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
代表取締役社長直轄のコーポレート・イノーベーションディビジョンをIR担当部
署とし、専任担当者を置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

適時開示及びフェア・ディスクロージャー・ルールに関する社内規則により、株主・従業員を
はじめとするあらゆるステークホルダーに、公正かつ適時・適切な情報開示を行うことと定
めております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、地球環境で活動する社会の一員として、気候変動等の環境問題への取り組みは
とても重要だと考えています。事業活動に伴う環境負荷低減を意識し、環境問題に積極的
に取り組み、持続可能な社会の創生を目指す企業とともに歩みを進めています。

具体的な取り組みとしては、環境問題に対して積極的かつ最先端の取り組みを展開するオ
フィスビルに、事業所を置いています。サステナブルな事業環境を積極的に選択することを
通じ、エネルギーマネジメントに取り組んでいます。

また、社内システムに関しては、エネルギー効率がよく地球環境への負荷低減につなが
る、クラウドサーバを積極的に活用しています。顧客向けシステムにおいても、最先端のク
ラウド活用を選択される企業に向けての支援サービスを展開しています。2020年からはク
ラウドサーバの代表であるAWSの「FISC対応APNコンソーシアム」に参加し、金融機関のA
WS活用とFISC対応の円滑化を目指しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対して積極的に情報開示を
行う方針であります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の業務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制整備についての
決定内容の概要は、以下のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び使用人に対し、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを徹底しております。

(2)監査等委員会は、取締役の職務執行が法令等に適合していることについて毎期確認を行っております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行（使用人の行為に関するものを含む）に係る情報は、社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管
理しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備することにより、責任体制及び意思決定手続を明確にし、経営全般のリスク管理を図ってお
ります。

(2)リスクマネジメント規程等の基準を定め、事業で発生するリスクの把握と早期発見及び損害の拡大防止の徹底を図っております。

(3)リスクが顕在化した場合には、経営会議を中心として、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。

4.取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会の決議により、業務の執行を担当する業務執行取締役を選任しております。業務執行取締役は、取締役会で決定した会社の方針及
び代表取締役の指示の下に業務を執行しております。

(2)取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月１回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社
の重要事項を決議するとともに業務執行取締役がその状況を報告しております。

(3)取締役会より代表取締役に委任される業務執行の重要事項を決定する経営会議を、業務執行取締役を構成員として原則として月２回以上開
催し、効率的な意思決定を行っております。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、子会社に対し適切な管理を行い、必要に応じて指導、助言を行っ
ております。

(2)当社の会計監査人及び監査等委員会並びに内部監査室は、必要に応じて子会社の監査を実施するものとしています。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会が補助すべき使用人を必要と判断した場合には、必要な人員を配置するものとしております。その場合の使用人に対する指揮・命
令は監査等委員会が行い、異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとしております。

7.取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社の業務又は業績に影響を与えると思われる重要な事項及び下記事項につい
て、監査等委員会にその都度報告する体制としております。

①経営会議の決議事項

②内部統制システム構築に係る活動状況

③内部通報規程に定める内部通報の内容

④その他監査等委員会から要求された会議及び議事録の内容

(2)当社及び子会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組みを内部通報規程として定め、当該通報若しくは報告、
又は監査等委員会への報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないものとしています。

8.監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

(1)監査等委員会は代表取締役、内部監査室と定期的に情報・意見交換を実施しております。

(2)監査等委員会が必要と判断した場合には、監査等委員は全ての重要会議に出席することができます。

(3)監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について必要な費用は、監査等委員の請求により、当社は速や
かに支払うものとしております。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針の一つとして定め、「反社会的勢力排除規程」及び「反社チェック
実施要領」に基づき、反社会的勢力との取引等の排除のための体制を整えております。また、担当部門であるオペレーションズディビジョンが、取
引先等については新規取引開始前及び定期的（年1回）に、当社役員候補者については株主総会の議案を諮る前にそれぞれ反社会的勢力との
関係がないことの調査を実施し、従業員については反社会的勢力との関係がないことを本人に確認の上、その旨の誓約書の提出を受けておりま
す。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


